
入札情報漏えい対応マニュアル

第１ 目的

浦安市（以下「市」という。）発注の契約に係る入札情報が入札執行前に漏え

いした場合の取り扱いを定め、もって市が締結する契約に関し、公正な競争を確

保することを目的とする。

第２ 適用範囲

市が発注するすべての指名競争入札に適用する。

第３ 用語の定義

入札情報漏えいとは、入札指名業者名等が第三者に漏えいしたことをいう。

第４ 入札情報漏えいの通知等の情報を受けたときの取扱い

１ 入札情報漏えいに関する調査の必要性の判断

契約担当課長は、市発注の契約について入札情報漏えいと判断される通報

等を受け付けたときは、当該情報の調査の必要性について、浦安市公正入札

調査委員会（以下「委員会という。」）委員長及び契約担当部長、同次長（以下

「委員長等という。」）と協議するものとする。

また、委員長等は、情報提供者が特定されているか、具体的な入札情報漏え

いの内容が示されているか等の情報の信憑性を点検し、調査の要否について判

断するものとする。

２ 入札情報漏えいの調査

契約担当課長は、入札情報漏えいについて委員長等が調査の必要があると

判断したときは、当該入札指名業者から事情を聴取するものとする。

３ 入札執行の是非の判断

⑴ 委 員 会 への付 議  

契約担当課長は、２の調査を終了したときは、入札執行の是非について

別紙様式２により委員会へ付議するものとする。



⑵ 委 員 会 の審 議  

委 員 会 は、契 約 担 当 課 長 から⑴により付 議 されたときは、「談 合 情 報 対

応マニュアル」に準じて、談合の確たる証拠が認められるかどうかを審議し、

入札執行の是非について判断するものとする。

４ 入札の執行

契約担当課長は、委員会が入札を執行して差し支えないと判断したときは、

当該入札指名業者から誓約書を徴収し、入札を執行するものとする。

５ 入札の中止

契約担当課長は、委員会が入札を執行すべきでないと判断したときは、入札

を中止するものとする。

附則

このマニュアルは、平成 21 年１月 15 日から施行する。

このマニュアルは、令和６年３月22日から施行する。



入札情報漏えい対応フロー図

（入札執行前）

入 札 情 報 漏 え い １ ． 入 札 情 報 漏 え い に つ い て 事 務 局 に 報 告 す る 。

２ ． 事 務 局 は 契 約 担 当 課 長 に 報 告 す る 。

３ ． 契 約 担 当 課 長 は 委 員 長 及 び 契 約 担 当 部 長 、 同 次 長 並 び に マ ニ ュ ア

ル に よ り 調 査 す る 、 し な い の 判 断 を す る 。

入 札 情 報 漏 え い 対 応 マ

ニ ュ ア ル に よ る 判 断

調 査 に 値 し な い 調 査 に 値 す る

事 情 聴 取

浦 安 市 公 正 入 札 調 査 委 員 会

（ 事 情 聴 取 の 結 果 等 に よ り 審 議 ）

談 合 の 事 実 が 確 認 さ れ な い 談 合 の 事 実 が 確 認 さ れ る

誓 約 書 の 提 出 誓 約 書 の 提 出

警 告 警 告

入 札 執 行 入 札 執 行 入 札 の 中 止

談 合 の 事 実 が 確 認 さ

れ な い

談 合 の 事 実 が 確 認

さ れ る

入 札 の 無 効

落 札 者 決 定

公 正 取 引 委 員 会 に 通 報 等



様式１

入 札 情 報 漏 え い メ モ

情報を受けた日時 令和 年 月 日（ ） 時 分

対 象 案 件 名

事 業 執 行 課

入札（予定）日 令和 年 月 日（ ） 時 分

情
報
提
供
者

会 社 名

役 職 名

氏 名 等

連 絡 先
（住所）

（電話）

情 報 手 段 ・電話 ・書面 ・面接 ・報道

情 報 内 容

応答者所属･職･氏名



様式２

入 札 情 報 漏 え い 報 告 書

令和 年 月 日

浦安市公正入札調査委員会委員長 様

財務部契約課長

情報を受けた日時

対 象 案 件 名

事 業 執 行 課

入札（予定）日

情 報 提 供 者

①報道機関名

②その他（会社名等）

③役職名

④氏名等

⑤連絡先（住所等）

（電話番号）

情 報 手 段 ・電話 ・書面 ・面接 ・報道

情 報 内 容

応答者所属･職･氏名

＊１．情報が書面の場合は、写しを添付すること。

２．その他参考となる資料があれば添付すること。



様式３

事 情 聴 取 書

対 象 案 件 名

業 者 名

事情聴取を受けた者

事情聴取者・職・氏名

日 時

場 所

質問 聴取内容

１ 入札情報が漏えい

したとの通報がありま

すが、心当たりはあり

ますか？

２ 本案件について、

他社の人と何らかの打

ち合わせ、又は話し合

いをしたことがありま

すか？

３ あったとすれば、

どのような内容の打ち

合わせ、又は話し合い

でしたか？

４ その他必要事項



様式４

誓 約 書

件 名

上記件名の競争入札に関しての事情聴取につきましては、良心に従っ

て真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓約する

とともに、当該件名に関する談合等の事実が明らかになった場合には、

措置について異議を申し立てません。

なお、この誓約書の写しが、公正取引委員会に送付されても異議はあ

りません。

令和 年 月 日

社

印

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

浦 安 市 長 様



様式５

浦契第 号

令和 年 月 日

公正取引委員会事務局

様

浦安市長

談合情報に関連する資料の送付について

本市が発注する の入札に係る談合情報に関連す

る資料を別添のとおり送付いたします。

（事項）

１．談合情報報告書（写）

２．事情聴取書（写）

３．誓約書（写）

４．入札経過書（写）

５．入札に関する連絡（無効・延期・取消し）

６．その他（契約解除等）



様式６

誓 約 書

件 名

上記件名の競争入札に関し、入札注意事項の（１）に抵触する行為は、

行っていないことを誓約するとともに、今後とも入札注意事項を尊守す

ることを誓約し、当該件名に関する談合等の事実が明らかになった場合

には、契約を解除されても異議を申し立てません。

なお、この誓約書の写しが、公正取引委員会に送付されても異議はあ

りません。

令和 年 月 日

社

印

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

浦 安 市 長 様



別紙 １

入札執行に係る警告事項参考例

１ 本件入札について談合があったとの通報がありましたが、誓約書に

定める内容を尊守し、厳正に入札すること。

２ 入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には、浦安市契約

事務規則第 11条及び同 14条の規定により入札を無効とする。（旨の警告

をする。）

浦安市契約事務規則

(入 札 の 無 効 )

第 1 1 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 一 般 競 争 入 札 の 入 札 書 は 、

無 効 と す る 。

(1 ) 参 加 資 格 の な い 者 の し た 入 札 書

(2 ) 同 一 人 が し た 2 以 上 の 入 札 書

(3 ) 入 札 者 が 協 定 し て し た 入 札 書

(4 ) 金 額 そ の 他 記 載 事 項 が 明 ら か で な い 入 札 書

(5 ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、入 札 条 件 に 違 反 し て 入 札 し た 入

札 書

(落 札 の 取 消 し )

第 1 4 条 予 算 執 行 者 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、落

札 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

(1 ) 落 札 者 が 正 当 な 理 由 が な く 指 定 の 期 間 内 に 契 約 の 締 結 を し

な い と き 。

(2 ) 落 札 者 が 不 正 の 入 札 を し た と き 、又 は さ せ た と 認 め ら れ る と

き 。

(3 ) 落 札 後 第 1 1 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 で あ っ た こ と

が 判 明 し た と き 。

2 前 項 の 規 定 に よ り 落 札 の 取 消 し を し た と き は 、そ の 旨 を 落 札 者 に

通 知 し な け れ ば な ら な い 。


